
ご契約約款 
有限会社 AMPLUS（以下「当社」といいます）は、お客様と当社との間の、インドア・ゴル 

フ・シミュレーター機械等の当社の商品の売買に関し、以下の通りご契約約款（以下「本約

款」といいます）を定めます。本約款の内容は、当社とお客様の間の契約内容となりますの

で、お客様は本約款の内容をよくご確認いただいた上で、当社が個別に発⾏する「御⾒積書

兼発注書」または当社が発⾏する注⽂書（以下「注⽂書」と総称します）により、お申し込

みください。なお、本約款は当社ホームページ（https://www.shop.amplus.jp/）でもご確認

いただくことができます。  

第１条（対象となる機械）  

本約款は、お客様が当社の商品（以下「本商品」といいます）を当社より購⼊する場合に適

⽤されます。 

（機械の明細の表⽰） 本商品の明細は注⽂書記載のとおりとします。  

第２条（本商品に関する契約の成⽴）  

お客様と当社との間の売買契約（以下「本契約」といいます）は、お客様が署名捺印した注

⽂書を当社が受領したときをもって、成⽴するものとします。 

第３条（売買代⾦及び⽀払⽅法）  

本商品の売買代⾦は注⽂書記載の⾦額とし、当社が発⾏する請求書記載の⽇付迄に当社指定 

の⾦融機関⼝座に振込む⽅法によって⽀払っていただきます。なお、⽀払いにかかる⼿数料

はお客様の負担とします。  

第４条 （引渡）  

当社は第３条の売買代⾦の⼊⾦を確認の後、注⽂書記載の引渡場所（以下「引渡場所」とい

います）へ本商品を配送します。なお、配送にかかる⼿数料はお客様の負担とします。なお、

引渡しの諸条件は次のとおりとします。  

1.当社指定の配送業者による引渡場所への配達完了をもって引渡完了とします。  

2.安全な試打席、防球対策、法定設備、消耗品、インターネット接続を含め、正常動作と正常 

運⽤に必要とされる環境準備とその保全はお客様の責任において実施するものとします。 

3.お客様は本商品の引渡を受けた⽇から 7⽇以内に正常動作の確認と検収を⾏い、商品に契約

の内容に適合しない不具合（以下「不具合」といいます）または数量過不⾜を発⾒したとき

には、直ちに当社に通知するものとします。 

4.前項の通知が期間内に相⼿⽅に到達しない場合は、検収を完了したものとし、商品の不具合

又は数量不⾜により⽣ずる損害の賠償、不具合の修補、代替品への交換を請求することがで

きないものとします。 

5.第 3 項の通知があった場合、当社又はお客様は、数量の過不⾜については、超過分の引き取

りまたは追加引き渡しを⾏うものとし、不具合のある商品については、当社は代替品の提供

その他適切な⼿段を任意に選択して⾏うことができるものとします。  

第５条（製品保証） 

本商品の製品保証は、各々の製造元の保証規定に準ずるものとします。製造元の事情によっ

て本商品を利⽤できない事態が発⽣した場合でも、製造元からの保証がないときには、当社

も契約不適合責任を含め一切の保証をすることはできません。  

第６条（所有権・使⽤権の移転） 

本商品の所有権は、第 4 条の引渡が完了し、且つ、第３条の売買代⾦の総額の⽀払いをもっ 

て、当社からお客様に移転します。  

第７条（危険負担）  

1.本商品のお客様への引渡完了前に⽣ずる滅失、毀損、価値減少等の損害は、原因の如何を問

わず当社の負担とします。但し、納品の⽇から引渡完了までの期間におけるお客様の故意や

過失による本商品への滅失、価値減少、毀損等の損害についてはお客様の負担とします。  

2.本商品のお客様への引渡完了後に⽣ずる滅失、毀損、価値減少等の損害は、原因の如何に問

わずお客様の負担とします。  

3.本商品を使⽤する施設においてお客様の加⼯及び施⼯により取り付けられた内装及び設備の 

不備等によって引き起こされた本商品への滅失、価値減少、毀損等、第三者の怪我・死亡等

の事故ならびに損害に対し、お客様はこの責任を当社に負わせることはできません。  

第８条（保守契約の締結）  

1.当社とお客様は、本契約の成⽴を以って、当社の規定する次の内容の保守契約に合意したも

のとします。  

2.お客様が本商品をリース会社などから購⼊（割賦販売、リース契約、レンタル契約その他の 

契約形態を含みます。）した場合であっても、お客様は同じ内容の保守契約に合意したものと 

し、当社は保守業務を⾏います。  

3.当社による保守業務は以下で定める通りとします。  

(1)当社は、本契約に基づく保守業務として、本商品の使⽤⽅法に関するサポート業務、本商

品に関するトラブル時の窓⼝対応及び⽶)Foresight Sports 社と保守業務の実施先との連絡の取

り次ぎを⾏います。  

(2)当社は、当社の営業時間内に限り保守業務に対応します。  

4.お客様が前項により合意した保守契約における保守期間中に本商品を売却する場合には、売 

却先にも同様の保守契約を締結させるものとします。  

第９条（誓約事項）  

お客様は、本商品の使⽤にあたり、本商品の説明書記載の通り使⽤し、本商品の使⽤にあた

って企図されていない⽅法や危険な⽅法で使⽤せず、本商品を一般的かつ合理的な⽅法で使

⽤するものとします。  

第１０条（解除）  

1.当社又はお客様は、相⼿⽅がその責に帰すべき事由により本契約上の義務を履⾏しない場合

は、相⼿⽅に相当の期間を定めて書⾯による催告を⾏う。なお履⾏がないときには本契約を

解除できるものとします。  

2.当社又はお客様は、相⼿⽅に次の各号に掲げる事由のいずれが⽣ずるときには、何ら催告す 

ることなく直ちに本契約を解除できるものとします。  

(1) 仮差押、差押、強制執⾏又は競売の申⽴を受けたとき。  

(2) 破産、⺠事再⽣、会社更⽣、特別清算等の⼿続申⽴を受けたとき、又は⾃らこれらを申し

⽴てたとき。  

(3) ⼿形、⼩切⼿を不渡りにする等⽀払停⽌状態に陥ったとき。  

(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。  

(5) 監督官庁による営業許可の取消、営業停⽌等の処分があったとき。  

(6) 前各号の他、著しい信⽤不安の事態が⽣じ、本契約に基づく債務の履⾏が困難になるおそ

れがあると認められるとき。  

3.本条第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が終了した場合でも、当社又はお客様の相⼿⽅に 対

する損害賠償の請求は妨げないものとします。ただし、本約款に別段の定めがある場合は、

この限りではありません。  

第１１条（損害賠償の請求）  

当社又はお客様は、本契約に違反し、相⼿⽅に損害を与えた場合には、相⼿⽅に対しその損 

害を賠償しなければなりません。但し、賠償の対象は通常損害に限り、請求時点において当

社が受領済みの代⾦額の総額の 2 割を上限とします。  

第１２条（反社会的勢⼒の排除）  

1.当社及びお客様は、それぞれ、⾃⼰及び⾃⼰の役員並びに本件委託業務に従事する者が、暴 

⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒ 

団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団又はその他これらに準ずる

者（以下、「反社会的勢⼒」といいます。）に該当しないことを表明及び保証します。  

2.当社及びお客様は、⾃ら又は第三者を利⽤して、相⼿⽅に対する脅迫的な⾔動又は暴⼒を⽤ 

いる⾏為、及び威⼒・偽計により相⼿⽅の業務を妨害する⾏為をしてはなりません。  

3.当社及びお客様は、相⼿⽅が前各項に違反した場合、相⼿⽅に対して何らの催告をすること 

なく直ちに本契約を解除することができます。この場合であっても、相⼿⽅に対する損害賠

償請求を妨げないものとします。  

4.前項の規定に基づき解除がなされた場合、解除をした当事者は、相⼿⽅に対して、解除によ

り⽣ずる一切の損害について賠償する責任を負いません。  

第１３条（不可抗⼒等免責）  

天災地変、戦争、内乱、暴動、その他不可抗⼒、内外法令の制定･改廃、公権⼒による命令･ 

処分、争議⾏為、輸送機関の事故、感染症の拡⼤に伴う措置その他本契約当事者の責に帰す

ることのできない事由による個別売買契約の全部または一部の履⾏遅滞もしくは履⾏不能に

ついては、本契約当事者は責任を負わないものとします。この場合、履⾏遅滞部分について

は、当社又はお客様は、受領を拒絶できないものとし、また履⾏不能になった部分について

は、当該契約は消滅します。  

第１４条(別途協議)  

本約款に定めのない事項および本約款の解釈につき疑義を⽣ずる事項については、信義誠実 

の原則に則り協議したうえ、決定するものとします。  

第１５条（合意管轄）  

本約款及び本契約に関する一切の紛争（裁判所の調停⼿続きを含む）は、横浜地⽅裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

第１６条（ライセンス利⽤許諾及びデータ利⽤許諾）  

本商品については、本約款の他、次のとおり本商品の製造元に応じライセンス利⽤許諾及び

データ利⽤許諾に関する規約・約款が適⽤され、お客様はこの定めに従うものとします。  

1.⽶)Foresight Sports 社製品の場合 (https://www.foresightsports.com/terms-and-conditions-

sale)（https://www.foresightsports.com/pages/end-user-license-agreement-eula） 

2.当社製品の場合（https:// www.shop.amplus.jp/teams）（https://www.shop.amplus.jp/end-

user） 

第１７条（個⼈情報）  

1.当社は、個⼈情報（当社が本約款の遂⾏上知り得た、又はお客様が当社に預託した一切の情 

報のうち、個⼈情報の保護に関する法律（平成１５年５⽉３０⽇法律第５７号）第２条第１

項に定める個⼈情報をいいます）を以下の⽬的のために必要な範囲でのみ使⽤します。  

(1)本機械の利⽤に伴う連絡、各種お知らせ等の送付のため  

(2)本機械に対するご意⾒、お問い合わせ内容に対する回答のため  

2.当社は、本⼈の同意なしに個⼈情報を第三者に提供しません。  

3.当社は、本⼈から個⼈情報の開⽰、訂正、利⽤停⽌等の申出があった場合、当社所定の⽅法 

に基づき対応します。  
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